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４

前
項
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
路
線
図
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

路
線

二

営
業
所
及
び
乗
降
地
点
の
位
置
及
び
名
称

三

自
動
車
車
庫
の
位
置

四

運
行
系
統

五

道
路
法
に
よ
る
道
路
（
種
類
を
明
示
す
る
こ
と
。）、
自
動
車
道
及
び
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
場
所
の
別
並

び
に
そ
の
種
別
ご
と
の
キ
ロ
程
及
び
有
効
幅
員
並
び
に
待
避
所
の
位
置

六

縮
尺
及
び
方
位

５

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
計
画
の
う
ち
区
域
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
も

の
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

営
業
区
域

二

主
た
る
事
務
所
及
び
営
業
所
の
名
称
及
び
位
置

三

営
業
所
ご
と
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
数
及
び
そ
の
う
ち
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
事
業
用
自
動
車
の

数
四

自
動
車
車
庫
の
位
置
及
び
収
容
能
力

五

運
送
の
区
間

六

発
地
の
発
車
時
刻
若
し
く
は
着
地
の
到
着
時
刻
又
は
運
行
間
隔
時
間

６

前
項
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

営
業
区
域

二

営
業
所
並
び
に
発
地
及
び
着
地
の
位
置
及
び
名
称

三

自
動
車
車
庫
の
位
置

四

縮
尺
及
び
方
位

第
六
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
第
四
条
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
八
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を

第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
、
廃
止
さ
れ
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
路
線
と
路
線
を

共
通
に
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
廃
止
前
に
認
可
を
受
け
て
い
た
運
賃
等
の
上
限
と
同
一
の
運
賃
等
の
上
限
の
設

定
の
認
可
の
申
請
を
す
る
場
合

第
十
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
運
賃
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

路
線
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
運
賃

イ

定
期
的
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
観
光
を
目
的
と
す
る
乗
合
旅
客
を
専
ら
運
送
す
る
も
の
（
以
下
「
定

期
観
光
運
送
」
と
い
う
。）に
係
る
運
賃

ロ

専
ら
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
区
域
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
長
さ
が
概
ね
五
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
路
線
に
お
い
て
、
停
車
す
る
停
留
所
を
限
定
し
て
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客

を
運
送
す
る
も
の
に
係
る
運
賃

ハ

一
時
的
な
需
要
の
た
め
に
地
域
及
び
期
間
を
限
定
し
て
運
送
す
る
も
の
に
係
る
運
賃
そ
の
他
旅
客
の
利
益

に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
運
賃

二

路
線
不
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
運
賃
（
地
域
住
民
の
生
活
に
お
け
る
当

該
事
業
の
必
要
性
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
も
の
を
除
く
。）

三

区
域
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
運
賃

第
十
条
の
四
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
料
金
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
料
金
設
定
（
変
更
）
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
料
金
を
適
用
す
る
営
業
区
域

三

設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
新
旧
の
料
金

（
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。）を
明
示
す
る
こ
と
。）

四

実
施
予
定
日

第
八
条
第
四
項
中
「
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
運
賃
等
を
同
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た

運
賃
等
の
上
限
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
と
同
じ
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
申
請
書

に
そ
の
旨
」
を
「
第
一
項
の
申
請
書
に
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
る
べ
き
運
賃
等
の
種
類
、
額
及
び

適
用
方
法
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一

項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
運
賃
等
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
に
係
る
前
項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
届
出

に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て
次
条
に
規
定
す
る
地
域
公
共
交
通
会
議
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
九
条
第
四
項
の
合
意
し
て
い
る
と
き
）

第
九
条
の
二

法
第
九
条
第
四
項
の
合
意
し
て
い
る
と
き
と
は
、
同
項
の
届
出
に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て
地
域
公
共

交
通
会
議
（
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
旅
客
輸
送
の
確
保
そ
の
他
の
旅
客
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要

な
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
第
四
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
市
町
村
運
営
有
償
運
送
に
関
す
る
協

議
を
行
う
た
め
に
一
又
は
複
数
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）又
は
都
道
府
県
知
事
が
主

宰
す
る
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
と
き
と
す
る
。

（
地
域
公
共
交
通
会
議
の
構
成
員
）

第
九
条
の
三

地
域
公
共
交
通
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

地
域
公
共
交
通
会
議
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
そ
の
他
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
そ
の
組
織
す
る
団
体

三

住
民
又
は
旅
客

四

地
方
運
輸
局
長

五

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
が
組
織
す
る
団
体

２

地
域
公
共
交
通
会
議
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項

各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
地
域
公
共
交
通
会
議
に
、次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

路
線
を
定
め
て
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
第
四
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
市
町
村
運
営

有
償
運
送
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ

道
路
管
理
者

ロ

都
道
府
県
警
察

二

学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
地
域
公
共
交
通
会
議
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者

第
十
条
の
見
出
し
中
「
小
さ
い
」
の
下
に
「
運
賃
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第

九
条
第
五
項
」
に
改
め
、「
に
よ
り
」
の
下
に
「
運
賃
及
び
」
を
、「
者
は
」
の
下
に
「
、
運
賃
（
第
一
項
第
一
号
ハ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）に
あ
つ
て
は
当
該
運
賃
の
実
施
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
運
賃
及
び

料
金
に
あ
つ
て
は
あ
ら
か
じ
め
」
を
加
え
、「
料
金
設
定
（
変
更
）
届
出
書
」
を
「
運
賃
及
び
料
金
設
定
（
変
更
）
届

出
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
と
す
る
」
の
下
に
「
運
賃
及
び
」
を
、「
路
線
」
の
下
に
「
又
は
運
送
の
区
間
」

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
と
す
る
」
及
び
「
新
旧
の
」
の
下
に
「
運
賃
及
び
」
を
加
え
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五

号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

適
用
す
る
期
間
又
は
区
間
そ
の
他
の
条
件
を
付
す
場
合
に
は
、
そ
の
条
件
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